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インクルーシブ教育の不足点

　私は 2007 年以降、東大先端研で多様な障害の

ある子どもたちの高等教育進学とキャリアへのイ

ンクルージョンに携わってきた。2016 年の障害

者差別解消法の施行から、特に LD に対する合理

的配慮の交渉の成否は、少なくとも私の視点から

は別世界に変わった。センター試験や難関大の入

試でも、代読や代筆、キーボードの利用、時間延

長の許可等も、適切な根拠資料が揃えば認められ

る。合理的配慮は間違いなく教育分野に根付いて

きた。

　一方で、私は初中教育段階で合理的配慮という

用語を使うことに違和感も感じている。配慮の可

否を判断する際、障害の社会モデルではなく、健

常者文化から見た「公平性の担保」を「合理性」

と見て、他の生徒と異なる取り扱いを安易に断っ

たり、配慮をして良いのか迷っている学校に出会

う。LD のある生徒にとっては、音声教材により

教科書のアクセシビリティが進み始めたが、試験

問題はもちろん、副教材や資料集、プリント、一

般書籍はアクセスできないままの状態にも関わら

ず「公平性」は求められる。勉強に苦しむ生徒が

いても、背景に障害があるかを調べる義務は学校

にはなく、保護者が駆け回って根拠資料を整え「合

理的配慮」を求めなくてはならない現状がある。

特に中高では、通常学級では公平性ばかりが語ら

れるが、個別の指導方法や教育指針は整えられな

い。果たしてこの状況を「インクルーシブ教育シ

ステム」と呼んでいてよいのかと苦悩する。理解

のある教員ほど、同じ悩みを抱えていることだろ

う。

　例えば 米国障害者教育法では、高校に至るま

で、障害の発見義務を学校に置き、原則を通常学

級で通常の教育カリキュラムで学ぶことに据え、

学年ごとの指導要領ではなく、その個人が必要と

する学習の機会を最大化することを中心に置い

て、大胆な個別の教育計画を考えるし、財源も用

意するという。現状の日本のインクルーシブ教育

システムの矛盾や不足を変革する制度設計が、い

よいよ必要とされている。
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